
号

外

二�
平

成
十
九
年

六

月
十
三
日

目

次

告

示

○
岐
阜
県
プ
ー
ル
指
導
要
綱
の
一
部
改
正

(

生
活
衛
生
課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号
の
二

岐
阜
県
プ
ー
ル
指
導
要
綱(

平
成
元
年
岐
阜
県
告
示
第
六
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
二
条
中｢

、
遊
泳
の
用
に
供
す
る
部
分
の
容
量
の
合
計
が
お
お
む
ね
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
施

設
で｣

を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

プ
ー
ル
を
設
置
し
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
の
う
ち
構
造
設
備
を
変
更
す
る

と
き
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
構
造
設
備
を
除
く
そ
の
他
の
届
出
事
項
に
変

更
が
あ
っ
た
と
き
は
速
や
か
に
プ
ー
ル
設
置
届
記
載
事
項
変
更
届(

別
記
第
二
号
様
式)

を
保
健
所

長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を｢(

衛
生
基
準
及
び
安
全
基
準)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

プ
ー
ル
の
衛
生
基
準(

水
質
基
準
、
施
設
基
準
及
び
維
持
管
理
基
準)

に
つ
い
て
は
別
表
の
と
お

り
と
し
、
プ
ー
ル
の
安
全
基
準
に
つ
い
て
は｢

プ
ー
ル
の
安
全
標
準
指
針｣

(

平
成
十
九
年
三
月
文

部
科
学
省
及
び
国
土
交
通
省
策
定)

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
一
項
中｢

衛
生
基
準｣

の
下
に｢

及
び
安
全
基
準｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
六
中｢大

腸
菌
群
｣

を｢大
腸
菌
｣

に
改
め
、
同
表
第
一
十
二
一�
た
だ
し
書
を
削
り
、
同

表
第
一
十
二
二�
中｢遊

離
残
留
塩
素
濃
度
｣

を｢遊
離
残
留
塩
素
濃
度
､
二
酸
化
塩
素
濃
度
及
び
亜
塩

素
酸
濃
度
｣

に
、｢Ｄ

Ｐ
Ｄ
法
｣

を｢ジ
エ
チ
ル
―
ｐ
―
フ
ェ
ニ
レ
ン
ジ
ア
ミ
ン
法
(Ｄ
Ｐ
Ｄ
法
)
｣

( ) 平成19年６月13日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
�

�
岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日



席

設
備

(槽
)

時
ま
で

ま
で

有
・
無

有
(プ
ー
ル
サ
イ
ド
と
の
区
画

)
・
無

有
(危
害
防
止

)
・
無

有
・
無

掲
示
設
備

７
開

設
時

間

８
管

理
者

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
そ
の

名
称
､
所
在
地
及
び
代
表
者

の
氏
名
)

７
開

設
時

間

掲
示
設
備

有
・
無

有
・
無

電
話

氏
名

住
所

時
か
ら

時

時
か
ら採
暖
室
(槽
)

その他設備
観
覧

遊
戯

採
暖
室

に
改
め
、
同
表
第
一
十
二
三�
を
削
り
、
同
表
第
一
十
二
四�
中｢大

腸
菌
群
｣

を｢大
腸
菌
｣

に
改
め
、

｢乳
糖
ブ
イ
ヨ
ン
―
ブ
リ
リ
ア
ン
ト
グ
リ
ー
ン
乳
糖
胆
汁
ブ
イ
ヨ
ン
培
地
法
又
は
｣

を
削
り
、
同
表
第

一
十
二
中
四�
を
三�
と
し
、
同
表
第
二
一
中
二�
を
削
り
、
三�
を
二�
と
し
、
四�
を
削
り
、
五�
を
三�
と
し
、
六�

を
四�
と
し
、
七�
を
五�
と
し
、
八�
を
削
り
、
同
表
第
二
一
九�
中｢�

｣

を｢�
｣

に
、｢�

｣

を｢�
｣

に
改
め
、
同
表
第
二
一
中
九�
を
六�
と
し
、
同
表
第
二
二
六�
中｢表

示
｣

を｢表
示
､
付
帯
設
備
等
｣

に
、

｢安
全
措
置
が
｣

を｢管
理
が
十
分
で
き
る
よ
う
に
｣

に
改
め
、
同
表
第
二
二
七�
ア
中｢炭

酸
ガ
ス
｣

を｢二
酸
化
炭
素
｣

に
改
め
、
同
表
第
二
二
八�
中｢設

備
｣

を｢設
備
(施
錠
可
能
な
設
備
が
望
ま
し

い
｡)
｣

に
改
め
、
同
表
第
二
二
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
採
暖
室
及
び
採
暖
槽

プ
ー
ル
に
付
帯
し
て
採
暖
室
及
び
採
暖
槽
を
設
け
る
場
合
は
､
衛
生
的
な
管
理
が
で
き
､
か
つ
､

衛
生
的
に
使
用
で
き
る
構
造
設
備
と
す
る
こ
と
｡

別
表
第
二
三
を
削
り
、
同
表
第
三
一
一�
中｢安

全
か
つ
衛
生
的
な
維
持
管
理
及
び
運
営
を
確
保
す
る

た
め
､
管
理
責
任
者
｣

を｢安
全
で
衛
生
的
な
管
理
及
び
運
営
に
あ
た
る
管
理
責
任
者
｣

に
改
め
、
同

表
第
三
一
二�
中｢プ

ー
ル
に
お
け
る
安
全
と
衛
生
的
な
維
持
管
理
の
実
務
を
行
わ
せ
る
た
め
､
衛
生
管

理
者
｣

を｢プ
ー
ル
の
衛
生
及
び
管
理
の
実
務
を
担
当
す
る
衛
生
管
理
者
｣

に
改
め
、
同
表
第
三
二
六�

イ
及
び
七�
ウ
中｢大

腸
菌
群
｣

を｢大
腸
菌
｣

に
改
め
、
同
表
第
三
三
三�
中｢プ

ー
ル
に
つ
い
て
も
日

常
の
清
掃
｣

を｢プ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
､
随
時
､
清
掃
｣

に
改
め
、
同
表
第
三
三
五�
を
削
り
、
同
表
第

三
三
六�
中｢プ

ー
ル
｣

を｢他
の
薬
剤
と
混
和
し
な
い
よ
う
､
プ
ー
ル
｣

に
改
め
、
同
表
第
三
三
中
六�

を
五�
と
し
、
七�
を
六�
と
し
、
八�
を
七�
と
し
、
九�
を
八�
と
し
、
十�
を
九�
と
し
、�十一
を
十�
と
し
、�十二
を�十一
と

し
、�十三
を�十二
と
し
、�十四
を�十三
と
し
、�十五
を�十四
と
し
、�十六
を�十五
と
し
、�十七
を�十六
と
し
、�十八
を�十七
と
し
、�十九

を�十八
と
し
、
同
表
第
三
三�二十
中｢炭

酸
ガ
ス
の
｣

を｢二
酸
化
炭
素
の
｣

に
、｢120cm

｣
を｢150c

m
｣

に
、｢炭

酸
ガ
ス
検
定
器
｣

を｢二
酸
化
炭
素
検
定
器
｣

に
改
め
、
同
表
第
三
三
中�二十
を�十九
と
し
、

�
を�二十
と
し
、
同
表
第
三
三�
中｢適
切
に
｣

を｢経
時
変
化
や
温
度
に
よ
る
影
響
を
考
慮
し
て
適
切

に
｣

に
改
め
、
同
表
第
三
三
中�
を�
と
し
、�
を�
と
し
、
同
表
第
三
三�
中

｢そ
の
設
備
｣

を

｢｢循
環
式
浴
槽
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
防
止
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
(平
成
13年

９
月
11日

付
け
健
衛

発
第
95号
厚
生
労
働
省
健
康
局
生
活
衛
生
課
長
)
等
を
参
考
に
し
て
､
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
｡
そ
の

設
備
｣

に
改
め
、
同
表
第
三
三
中�
を�
と
し
、
同
表
第
三
四
中
一�
、
二�
、
三�
及
び
四�
を
削
り
、
五�
を

一�
と
し
、
六�
を
二�
と
し
、
同
表
第
三
四
七�
中｢入

泳
前
に
足
洗
い
場
､
シ
ャ
ワ
ー
｣

を｢遊
泳
前
に
シ
ャ

ワ
ー
｣

に
、｢徹

底
さ
せ
る
｣

を｢十
分
に
行
わ
せ
る
｣

に
改
め
、
同
表
第
三
四
中
七�
を
三�
と
し
、
同

表
第
三
四
八�
中｢で

き
る
だ
け
｣

を
削
り
、
同
表
第
三
四
中
八�
を
四�
と
し
、
九�
を
五�
と
し
、
十�
を
六�
と

し
、�十一
及
び�十二
を
削
り
、
同
表
第
三
五
一�
中｢プ

ー
ル
日
誌
｣

を｢プ
ー
ル
管
理
日
誌
｣

に
、｢記

録
｣

を｢記
録
し
､
こ
れ
を
３
年
以
上
保
管
｣

に
改
め
、
同
表
第
三
五
五�
を
削
る
。

｢

別
記
第
一
号
様
式
中

｢を

｣

に
、｢８

管
理
責
任
者
｣

を｢９
管
理
責
任
者
｣

に
、｢９

衛
生
管
理

｣

｢

者
｣

を｢10
衛
生
管
理
者
｣

に
、｢10

添
付
書
類
｣

を｢11
添
付
書
類
｣

に
、

｢を

｣に
改
め
る
。

｣

附

則

１

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成19年６月13日 ( )２



２

遊
泳
の
用
に
供
す
る
部
分
の
容
量
の
合
計
が
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
プ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
改

正
後
の
第
四
条
第
二
項
の
規
定(

衛
生
基
準
の
う
ち
水
質
基
準
を
除
く
。)

は
、
当
分
の
間
、
適
用

し
な
い
。

( ) 平成19年６月13日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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平
成
十
九
年
六
月
十
三
日
印
刷

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


